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Ⅷ　犯罪被害者支援条例の必要性・全地方公共団体における制定に向けて

１　犯罪被害者支援における地方公共団体の重要性
（1）全ての犯罪被害者は，個人の尊厳が重んぜられ，その尊厳にふさわしい処遇を保障
される権利を有している（犯罪被害者等基本法 3条 1項）。
　　そして，犯罪被害者のための施策は，犯罪被害者が被害を受けたときから再び平穏
な生活を営むことができるようになるまでの間，必要な支援を途切れることなく受け
ることができるよう講ぜられるものとして（同法 3条 3 項），国は，この基本理念に
のっとり，犯罪被害者のための施策を総合的に策定・実施する責務を有する（同法 4
条）。そして，地方公共団体も，基本理念にのっとり，国との適切な役割分担を踏ま
えて，地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務を有する（同法 5条）。

（2）また，地方自治法 1条の 2第 1項は，地方公共団体は住民の福祉の増進を図ること
を基本とし，同 2項は，住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを
定めていることからすれば，具体的な犯罪被害者支援は，地方公共団体がその中心に
なることが適切な役割分担といえる。
　　地方公共団体のうち，市町村は，住民にとって最も身近な存在であり，かつ各保健
医療・福祉制度の実施主体であることから，一次的な相談窓口として，犯罪被害者か
らの相談や問い合わせに対応し，具体的な支援を実施することになる。また，市町村
は地域における関係機関・団体と密接なつながりがあることから，これらの機関等に
関する情報提供や橋渡しなどを行う。
　　都道府県においては，市町村と同様，犯罪被害者からの相談等に適切に対応するほ
か，各種連絡会議や研修の実施，市町村の連絡調整・支援，県域全体にまたがる関係
機関・団体や支援制度に関する情報提供等を実施する。
　　このような支援は，犯罪被害者が居住する地域の地方公共団体が行うことが適して
いる。

（3）さて，我が国では，近年，犯罪被害者等基本法等，犯罪被害者支援関連の法律が制
定され，犯罪被害者救済制度の拡充が図られている。しかし，残念ながら，現状はい
まだ不十分なものといわざるを得ない。
　　例えば，犯罪被害者は，犯罪によってかけがえのない生命や健康，財産を奪われ，
その多くが経済的に困窮する。それを救済するものとして，「犯罪被害者等給付金の
支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づく給付金の支給があるが，そ
もそも支給される給付金額も十分とはいえない上に，同給付金の 2016 年度の平均裁
定期間（申請から裁定までに要した期間）は 6.7 月であり，迅速な支払がなされてい
るとはいえない。
　　また，犯罪被害者は，犯罪によって精神的なダメージを受けるため，精神的なケア
（心理相談等）が必要なことがある。しかし，我が国の公的医療保険制度では，カウ
ンセリング等が保険の適用対象となっておらず，犯罪被害者が自費でこれらを受けざ
るを得ない。
　　これらはあくまでも一例にすぎず，犯罪被害者が直面する問題は多々あるところ，
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全ての犯罪被害者に対して必要な支援がなされるべきとの観点からすれば，本来は国
が立法にて解決すべきものであるが，未だ実現していない。しかし，地方公共団体で
あれば，住民に身近な行政として，速やかに，柔軟な施策を策定し，このような問題
について対応することができる。実際，地方公共団体の中には，「犯罪被害者等支援
条例」を制定し，緊急貸付制度や見舞金制度を設けて，速やかに犯罪被害者の経済的
困窮に対応したり，心理相談等を行う旨を定め，犯罪被害者の精神的なケアをしてい
るところもある。

（4）このように地方公共団体は具体的に犯罪被害者支援の中心的な役割を担い，かつ，
国では十分対応しきれない状況に柔軟に対応できるといった面で，地方公共団体が犯
罪被害者支援のために果たす役割は極めて重要である。

２　条例制定の必要性
（1）地方公共団体が，その責務に従い，充実した犯罪被害者支援を確実に実施していく
ためには，その根拠となる条例を制定することが必要である。
　　地方公共団体の中には，条例ではなく，指針や計画によって犯罪被害者支援を定
め，施策を講じているところもあり，確かに，そのような地方公共団体であっても，
犯罪被害者支援に熱心な首長や担当職員がいる間は，充実した支援が行われることも
期待できるであろう。しかしながら，そのような首長や担当職員が交代した場合に
は，支援の質が低下したり，実施されてきた施策が中断されてしまうおそれは否定で
きない。条例によって地方公共団体の責務や役割，講ずるべき施策を定めることによ
って，支援の質と継続性を担保することができ，安定的で普遍的な支援が行われるこ
とが期待できるのである。

（2）地方公共団体が，条例を制定し，その中で，犯罪被害者支援が地域全体で取り組む
べき課題であることや，行政，住民，事業者等の責務や役割を明確にすることによ
り，犯罪被害者に対する住民の理解を増進し，地域全体で犯罪被害者支援に取り組む
意識の高揚につながる。また，犯罪被害者支援施策を担当する行政職員の意識や能力
の向上にもつながることになる。
　　そして，何より条例の存在は，様々な困難に直面している犯罪被害者にとっては大
きな支えとなり，また，誰もが犯罪被害者になりうる状況の中で，犯罪の被害に遭う
ことへの不安や懸念に対する住民の安心のよりどころともなる。

（3）地方公共団体による犯罪被害者支援では，相談，保健医療，福祉，住居など多方面
にわたる総合的な支援が必要となる。このような支援を行うためには，いわゆる「縦
割り」を無くし，複数の関係部署による横断的な連携が必要であるところ，条例を設
けることによって，関係部署の連携がとりやすくなり，「縦割り」を無くした総合的
な支援を行うことが可能となる。
　　また，行政内部での連携だけでなく，被害者，支援団体，専門家，事業者や他の地
方公共団体との連携体制も構築しやすくなる。なお，条例制定の過程で，地方公共団
体が被害者，支援団体，専門家，事業者等と一緒になって条例作りをしていくことに
よって，より充実した連携体制を構築することができ，条例の運用にもつながってい
くことになる。
　　さらに，地方公共団体が，見舞金や貸付金，民間団体への財政的援助などの財政的
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措置を必要とする施策を実施する場合には，条例の中にそのような施策を行うべき義
務を定めることにより，予算措置を講じやすくなる。

（4）日本のどこで犯罪の被害に遭っても適切な支援を受けることができるようにするた
めに，全ての地方公共団体において犯罪被害者のための条例を制定し，各地方公共団
体が相互に連携し協働して支援する態勢をつくることが必要である。これは，ひいて
は住民にとって安全安心なまちづくりにもつながることになる。

（5）以上のように，地方公共団体が，その責務に従い，充実した犯罪被害者支援施策を
確実に実施していくためには，犯罪被害者支援のための条例を制定し，条例に従って
施策を策定し，実施していくことが必要である。

３　現在の犯罪被害者支援条例の制定状況について
（1）条例の形態
　　各地の犯罪被害者支援に関する条例等を大きく分類すると，①犯罪被害者支援に特
化した条例（以下「犯罪被害者支援条例」という。），②安心安全条例・まちづくり条
例等の中に，犯罪被害者支援に関する条項がある（以下「安心安全条例等の中に条項
がある」という。），③その他（見舞金，公営住宅入居等），に分けることが可能であ
る。以下に都道府県と市区町村の①②の制定状況を分析した（2017 年 4 月 1 日現在。
別紙「犯罪被害者支援条例制定状況一覧表」参照。なお，見舞金，給付金支給，公営
住宅優先入居等に限定された条例についてはここに反映されていない。一方，実質は
見舞金支給について定めるのみのような条例でも，名目が「犯罪被害者支援条例」で
あればカウントしている。）。

（2）都道府県－都道府県レベル
　　全国の都道府県の条例制定状況は以下のとおりである。
（a）犯罪被害者支援条例が制定されている県（黒）　9県：秋田県，宮城県，山形県，
神奈川県，富山県，静岡県，奈良県，岡山県，佐賀県

（b）安心安全条例等の中に条項がある府県（グレー）　1府 17 県：岩手県，福島県，
茨城県，栃木県，埼玉県，千葉県，新潟県，山梨県，岐阜県，愛知県，京都府，兵
庫県，和歌山県，鳥取県，島根県，香川県，愛媛県，沖縄県

（c）犯罪被害者支援条例も安心安全条例等の中の条項もない道都府県（白）　1道 1
都 1 府 17 県：北海道，青森県，群馬県，東京都，石川県，福井県，長野県，三重
県，滋賀県，大阪府，広島県，山口県，徳島県，高知県，福岡県，長崎県，熊本
県，大分県，宮崎県，鹿児島県
　　以上を，（）内の色で色分けすると，次のようになる。



― 148 ―

３　現在の犯罪被害者支援条例の制定状況について

（3）都道府県―市区町村レベル
　　各都道府県の市区町村レベルの条例制定状況は以下のとおりである。
（a）府県内の全ての市町村に犯罪被害者支援条例がある府県（黒）　3府県：秋田県，
京都府，岡山県

（b）道都府県内の一部の市区町村に犯罪被害者支援条例がある都府県（グレー）：北
海道（被害者等支援条例があるのは 1 市 7 町 1 村），茨城県（3 市），埼玉県（2
町），千葉県（2市 2 町），東京都（3市 1 区），神奈川県（2市），石川県（3市），
福井県（1 市），山梨県（1 市），静岡県（1 市），滋賀県（10 市 6 町），大阪府（2
市），兵庫県（17 市 3 町），奈良県（2市 3 町 1 村），和歌山（1町），広島県（5市
1町），山口県（2市 4町），福岡県（1市），佐賀県（8市 10 町），熊本県（1市）

（c）県内の一部の市町村に，安心安全条例等の中に条項がある県（グレー）：新潟
県，富山県，岐阜県，愛知県

（d）県内の市町村に犯罪被害者支援条例も安心安全条例等の中の条項もない県
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（白）：青森県，岩手県，宮城県，山形県，福島県，栃木県，群馬県，長野県，三重
県，鳥取県，島根県，徳島県，香川県，愛媛県，高知県，長崎県，大分県，宮崎県，
鹿児島県，沖縄県

（4）制定状況のまとめ
（a）県及び全ての市町村に犯罪被害者支援条例が制定されているのは，秋田県と岡山
県。

（b）県及び一部の市町村に犯罪被害者支援条例が制定されているのは，神奈川県，
静岡県，奈良県，佐賀県。

（c）県に犯罪被害者支援条例が制定され，一部市町村に安心安全条例等条項があるの
は，富山県。

（d）県に犯罪被害者支援条例が制定されているが，市町村には被害者等支援条例及
び安心安全条例等の中の条項もないのは，宮城県，山形県。

（e）京都府では，府では安心安全条例等の中に条項が設けられ，全ての市町村に犯罪
被害者支援条例が制定されている。

（f）県では安心安全条例等の中に条項があり，一部の市町村に犯罪被害者支援条例が
制定されているのは，茨城県，埼玉県，千葉県，山梨県，兵庫県，和歌山県。

（g）県及び一部の市町村で安心安全条例等の中に条項がある県は，新潟県，岐阜県，
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愛知県。
（h）県に安心安全条例等の中に条項があるが，市町村に犯罪被害者支援条例も安心
安全条例等の中の条項もないのは，岩手県，福島県，鳥取県，島根県，香川県，愛
媛県，沖縄県。

（i）道都府県に犯罪被害者支援条例はないが，一部の市町村に犯罪被害者支援条例が
あるのは，北海道，東京都，石川県，福井県，滋賀県，大阪府，広島県，山口県，
福岡県，熊本県。

（j）県にも市町村にも，犯罪被害者支援条例も条項もないのは，青森県，栃木県，群
馬県，長野県，三重県，徳島県，高知県，長崎県，大分県，宮崎県，鹿児島県。
　　以上詳細にみたが，犯罪被害者支援プロパーの条例についていえば，38 都道府
県，1558 市区町村が未制定であり，速やかな制定が望まれるところである（なお，
本章末尾に「別紙犯罪被害者支援条例制定状況一覧表」を添付しているので参照さ
れたい。）。

４　各地の条例
　どこで被害に遭っても同レベルの支援が受けられることが望ましく，そのために我々は
モデル条例案を作成したが，ここでは，既に制定されている，各地の実情や特色が反映さ
れた条例や，その制定経緯等を紹介する。
（1）岡山県及び同県総社市
　　岡山県では，県及び全市町村に犯罪被害者支援条例が制定されており，犯罪被害者
支援に熱心な取組がなされている。
（a）条例制定の経緯
　　2010 年に，民間支援団体（公益社団法人被害者サポートセンターおかやま（略
称　V

ヴ ィ ス コ

SCO。以下「VSCO」という。）から，県内の各市町村に対し，犯罪被害者支
援条例を制定するよう要望があり，その後，岡山県，県警等での協議を経て，2011
年 1 月の岡山県市長会定例会において，県内全市が，条例制定に取り組むというこ
とで合意した。
　　具体的な時系列は次のとおりである。
　　　　　2010 年 9 月　VSCOから市長へ条例制定の要望がなされる。
　　　　　　　　11 月　VSCOから市議会へ請願書が提出される。
　　　　　　　　12 月　定例市議会で請願書が採択される。
　　　　　2011 年 1 月　 定例市長会で県内全市が条例制定に取り組むことに合意す

る。
　　なお，岡山県内の全市で条例制定について合意はしたが，その後は各地方自治体
の判断で進められており，県やVSCOからモデルとなる条例案が示されたり，市
町村の間で調整をする，といったことはなく，例えば総社市では，犯罪被害者等基
本法と，市の規模等が近いことから大阪府摂津市の条例を参考にしたということで
ある。

（b）総社市について
①　予算
　　総社市の 2014 年の犯罪被害者支援関係のための予算は 53 万 6000 円で，その
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内訳は，支援金 40 万円と民間支援団体への補助金が 13 万 6000 円である。
　　民間支援団体への補助金が 13 万 6000 円と設定されているのは，市の人口がお
よそ 6万 7000 人で，1 人 2 円という計算であり，具体的には，VSCOに交付さ
れる。VSCOは岡山市に存在するが，総社市の市民等がVSCOの支援を受ける
こともあるので，補助金を交付している。VSCOに対しては，総社市のみなら
ず，県内の半分くらいの市町村が補助金を出している。
②　実績
　　2014 年の犯罪被害者支援関係に使われた実績は 23 万 5462 円，その内訳は，
傷害支援金の支払いが 1 件で 10 万円，VSCO への補助金が 13 万 5462 円であ
る。
　　2011 年から 2015 年までの 5年間では，支援金の支払いが 3件で 30 万円であ
った。
③　条例の具体的実施の仕方について
　　市条例 8条で定める保健医療・福祉サービスの提供については，保健師による
健康相談―心の相談，各種福祉制度の利用，手当の手続があり，また，市内の医
療機関と連携もしている。
　　市条例 9条で定める安全の確保については，女性相談所と民間団体のシェルタ
ーを一時保護等の施設として利用している。
　　市条例 10 条で定める居住の安定については，一時避難住宅用に，市営住宅の
一部屋を常に確保し，一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会と連携して，住宅
の情報を提供している。
　　市条例 11 条で定める雇用の安定については，ハローワーク等と連携して就職
相談に応じている。
　　市条例 12 条で定める市民等の理解の増進については，広報誌や市のホームペ
ージで情報提供や啓発活動を行っている。
　　市条例 13 条で定める支援体制の構築については，「総社市権利擁護センター
『しえん』」（以下「しえん」という。）を設立し，ワンストップでの支援を実施し
ている。しえんは，総社市から委託を受けて社会福祉協議会が運営している権利
擁護に関するワンストップ相談支援機関である。犯罪被害者支援以外にも，成年
後見制度の利用支援，賃貸住宅などへの入居や入院の支援，高齢者・障害者・児
童・DV等の虐待防止等の業務を行っている。しえんの中に犯罪被害者支援委員
会が設置されており，警察，医療機関，弁護士，支援者，消防士等が委員となっ
て，必要に応じて打合せを行っている。また，しえんでは週 1日，弁護士が職員
から業務に関する法律相談に応じている。
　　市条例 14 条で定める民間の団体に対する支援については，VSCOに補助金を
交付し，情報交換を実施している。
④　実際の犯罪被害者支援の現場について
　　犯罪被害者専門の相談窓口，相談電話や専任の相談員はなく，県やVSCOが
行う研修を受講し，犯罪被害者支援について学んだ職員が，人権まちづくり課で
相談を受けている。相談件数は年 2～3件程度である。
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　　市から犯罪被害者に直接アクセスすることはないが，警察と市の連携が機能し
ており，警察が犯罪被害者に，市の人権まちづくり課で相談できることや支援金
の制度があること等の情報提供を的確に行っている。支援金の手続が非常に迅速
で，申請から 1週間くらいで支払われ，必要に応じ，窓口で手渡しも行ってい
る。

（c）総括
　　民間団体の働きかけによって条例が制定され，その後も活発に活動を続ける同団
体に，補助金が交付されていたり，様々な専門家が関わるワンストップ支援機関が
設立されて機能している等，官民のバランスよい連携により，犯罪被害者支援が充
実しており理想的なモデルといえよう。

（2）神奈川県
　　神奈川県犯罪被害者等支援条例（以下「県条例」という。）は，2009 年 3 月に成立
し，同年 4月 1日より施行された，神奈川県における犯罪被害者支援の基本条例であ
る。
　　この条例は，犯罪被害者等基本法（以下本項において「基本法」という。）を補完
するものとして制定された。内容の特徴としては，総合的支援体制の整備，弁護士等
による相談体制の充実，一時的な住居の提供等，県の果たすべき役割について，基本
法よりも明確かつ踏み込んだ内容を定めている。
（a）条例制定の経緯
　　2005 年 4 月，基本法の施行に伴い，神奈川県では，犯罪被害者への支援の充実
に向け，県の主要な支援施策を定めるとともに，犯罪被害者の支援に関する基本条
例を制定することとし，2007 年 6 月，神奈川県は「犯罪被害者等支援に関する有
識者懇談会」（以下「有識者懇談会」という。）を設置した。
　　有識者懇談会では，県条例の必要性，条例に盛り込むべき事項等について審議さ
れ，2008 年 5 月に検討結果が取りまとめられ，県知事へ報告書が提出された。

（b）条例の内容
①　かながわ犯罪被害者サポートステーションの開設
　　県条例第 10 条で，知事及び公安委員会と民間支援団体が連携及び協力しての
総合的支援体制の整備を定めており，県条例 8条に基づいて定められた，第 1期
の「神奈川県犯罪被害者等支援推進計画」において，その在り方として，「かな
がわ犯罪被害者サポートステーション」（以下「サポートステーション」とい
う。）の設置・運営が重点的施策として定められた。
　　サポートステーションは，2009 年 6 月，横浜駅近くの交通至便な場所に開設
された。運営主体である，県・県警察・NPO法人神奈川被害者支援センターの
三者が常駐し，事件後の初期の段階から中長期に及ぶ，犯罪被害者が必要とする
多岐にわたる支援を一元的に，途切れなく提供している。犯罪被害者が自ら様々
な機関に足を運んだり，事件について何度も説明することなく，一つの窓口で必
要な支援を受けることができる「場」として機能している。また，サポートステ
ーションの活動は，上記三者以外も，神奈川県弁護士会，法テラス神奈川，神奈
川県産科婦人科医会，神奈川県臨床心理士会等との協定に基づき，関係機関が連
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携して支援活動が行われるところに大きな特徴がある。
②　弁護士等による相談体制の充実等
　　県条例 12 条は，県の責務として，犯罪被害者支援に精通している弁護士等に
よる相談体制の充実を定めている。前述した有識者懇談会では，委員の中から
「法律相談の初回分を県が補助することとなれば，法律相談を躊躇していた人も
臆せず利用するのではないか」という提言がなされていた。
　　県条例が制定された 2009 年当時，地方公共団体の責務として法律相談体制の
充実を定める条例は，極めて珍しいものであった。
　　サポートステーションの運営と相まって神奈川県における被害者支援活動は極
めて活発に展開され，弁護士による法律相談の実施が年間 200 件を超える等，全
国的に群を抜いた実績を挙げている。

（3）兵庫県明石市
（a）明石市では，2011 年 3 月に「明石市犯罪被害者等の支援に関する条例」が制定
された（同年 4月 1 日施行）。2013 年 12 月に大幅な改正が行われ（2014 年 4 月 1
日施行），「立替支援金」制度等の先駆的な内容が盛り込まれたことは全国的に有名
である。
　　なお，2016 年 12 月に日弁連等が開催した「犯罪被害者支援モデル条例セミナ
ー」での泉房穂市長の報告によれば，2017 年度中に更なる改正が予定されている
とのことである。

（b）条例制定の経緯
　　明石市では，2007 年 9 月に犯罪被害者の支援に向けた取組の検討を開始した。
遺族や弁護士らが，「あかし被害者支援プロジェクト」を立ち上げ，シンポジウム
を行う等して条例制定に向けた活動を展開した。明石市内で，ご子息を通り魔に殺
された曽我部とし子氏が同プロジェクトの代表を務められ，2010 年 2 月に行われ
たシンポジウムには，神戸市須磨区で起きた連続児童殺傷事件でご子息を殺された
土師守氏も参加して，曽我部代表と共に，遺族としての実体験を基に，また，
NPO法人ひょうご被害者支援センターの事務局長が実際の支援活動や欧米との比
較等から，条例の必要性を訴える等した。同プロジェクトでは，全国の犯罪被害者
支援条例の一覧表，比較対照表，条例案等を作成し，市議会議員に働きかける等の
活動も行い，2011 年の条例制定に至った。その後，2013 年 4 月に条例の見直しに
着手し，同年 5，7，8 月と犯罪被害者遺族等 8人による意見交換会を行い，同年 9
～10 月にパブリックコメントを実施し，2014 年 4 月から改正された条例の運用が
開始となった。

（c）条例の特色
①　立替支援金
　　明石市が他と異なり突出しているのが「立替支援金」制度である。「立替支援
金」制度とは，市が，犯罪被害者（犯罪等により犯罪被害者が死亡した場合及び
これに準ずる場合に限る。）が加害者に対する損害賠償請求権の債務名義を取得
した場合には，市が損害賠償請求権を譲り受けることを条件として，300 万円を
上限に立替支援金を支払う，という制度であり，市条例 13 条に定められてい
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る。全国で初めて，現在でも全国唯一の制度である。加害者に支払能力がないた
めに十分な損害賠償を受けることができない犯罪被害者が多い現状において極め
て有用な制度であり，今後全国の地方公共団体に広がっていくことが望まれる。
②　二次的被害の防止
　　市条例 5条では，市民等に，犯罪被害者に二次的被害を生じさせたりすること
のないよう配慮し，市や関係機関に協力する努力義務が定められている。
　　2015 年 6 月，連続児童殺傷事件の加害者が「絶歌」という手記を出版した際，
加害者は被害者遺族の了解を得ていないどころか，本を出版することすら事前に
被害者遺族に告げておらず，被害児童の父土師守氏は「息子は 2度殺されたとい
う思いだ」と述べるほど，同書の出版は，被害者遺族にひどい二次的被害を与え
た。これについて，明石市では，二次的被害を生じさせないという条例の基本理
念にのっとり，市内の図書館に同書を置かないこととし，また，市内の書店に対
しても，上記市民の努力義務を根拠に，同書を置かないよう呼びかけた結果，明
石市内の書店は「絶歌」を置かず，市全体として，犯罪被害者に対する配慮が示
された。
③　総合的支援
　　市では，①犯罪被害者の支援に精通している弁護士等による相談体制の充実，
②早期回復のための臨床心理士による心理相談，③家事，介護等を行う者の派
遣，④一時保育に必要な費用，転居費用，新たに入居する賃貸住宅の家賃補助，
刑事裁判に出席するための費用の補助，⑤ 50 万円までの無利子の貸付け等，犯
罪被害者が必要とする具体的な支援が多数盛り込まれている。

（d）明石市の特色
　　「犯罪被害者支援モデル条例セミナー」等での市長の話で印象的であったのは，
このように犯罪被害者に優しい市は，当然犯罪被害者のみならず，高齢者，障害
者，子どもにも手厚いという点であった。となると，費用がかかり，財政的に大変
なのではないかという心配も出てくるが，むしろ，そのように人々が「住みたい，
住み続けたいまち」づくりに取り組むことで，人口が増加し，地価も回復し，市の
財政も回復したということであった。
　　このように，社会的弱者に手厚い体制を整えることが，全体としての発展につな
がるという実績が示されると，他の自治体も犯罪被害者支援に取り組みやすくな
り，全国の犯罪被害者支援の拡充に繋がるモデルケースといえよう。

（4）京都府京都市
（a）京都府は全ての市町村に犯罪被害者支援条例が制定されており，犯罪被害者支援
に熱心な地域である。その府庁所在地である京都市では，市民に最も身近な自治体
として，より踏み込んだ総合的な支援を推進するため，2011 年 3 月に犯罪被害者
等支援条例が制定された（同年 4月 1 日から施行）。京都市は日本有数の観光都市
であり，また多くの教育研究機関（大学等）が所在する学術研究都市である。市条
例では，そのような京都市の地域の特性に照らした内容となっており，これに基づ
く施策が講じられている。

（b）条例の特色
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①　大学等との連携
　　市条例 14 条では，「本市は，大学その他の教育研究機関（以下「大学等」とい
う。）と連携して，犯罪被害者等の支援に関する啓発及び犯罪被害者等の支援の
推進を担う人材の育成に取り組むよう努めるものとする。」と定められており，
「大学のまち・学生のまち」として，人口の約 1割を占める約 14 万人の学生の力
を活かし，犯罪被害者を支援する学生ボランティアの育成を図るとともに，大学
での犯罪被害者に関する講義を公益財団法人大学コンソーシアム京都が運用する
単位互換制度を通じて，京都の全大学生が受講できるようにする等（今年度は京
都産業大学の被害者学の講義が予定されている。），人材育成の取組等が行われて
いる。
②　観光旅行者等に対する支援
　　市条例 15 条では，「本市は，本市の区域内において犯罪等により害を被った観
光旅行者その他の滞在者に対し，民間支援団体及び大学等と連携して，相談等必
要な施策を行うものとする。」と定められており，「国際都市」，「観光都市」とし
て，国内外からの観光旅行者や滞在者等が安心して滞在し，生活できるための取
組を図るための施策を行うものとされている。具体的な取組としては，公益社団
法人京都犯罪被害者支援センターと連携し，全国被害者支援ネットワークを通じ
た支援（電話相談，裁判の代理傍聴等）が行われており，また，外国人への通訳
派遣が行われている（2013 年に 1件の利用実績あり）。

（5）奈良県及び同県大和郡山市等
（a）奈良県では，2016 年 3 月に都道府県で 6番目に犯罪被害者等支援条例が制定さ
れた（同年 4月 1 日施行）。2014 年 12 月定例県議会において，交通事故によりご
子息を亡くされた児島早苗氏が代表をつとめるNPO法人KENTOから請願書が提
出され，議会で一部採択されたことが，条例制定に結びついたものである。条例制
定にあたっては，検討委員会が設置され，当該遺族のほか，当事者団体，支援団
体，弁護士，医師，臨床心理士，奈良市，事業者団体等から選ばれた検討委員の意
見が参考にされた。

（b）奈良県と同じく 2016 年 3 月には，大和郡山市が，奈良県内の市町村で初めて犯
罪被害者等支援条例を制定した（同年 4月 1 日施行）。2015 年 11 月に児島早苗氏
と弁護士が直接市長に会って条例制定を要請したことがきっかけであり，その 4か
月後には条例が制定されるという，早期の制定であった。条例制定に首長のリーダ
ーシップが重要な役割を果たした例である。
　　注目される点は，条例制定によって講じられた民間支援団体に対する支援施策で
ある。市条例では 11 条に民間支援団体に対して必要な支援を行うことが定められ
ているが，その具体策として，大和郡山市が公益社団法人なら犯罪被害者支援セン
ターの賛助会員となり，賛助会費として同市の人口 1人あたり 2円として算定した
17 万円（人口約 8.5 万人）をセンターに納付していることである。賛助会費の金
額を人口 1人あたり 2円として算定しているのは，市民のだれもがいつ犯罪の被害
に遭うかわからない状況の中，犯罪被害者を市民全体で支えていこうという考えか
らである。また，このような財政的支援の方法によって，民間支援団体は，地方公
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共団体から支援を受けた資金を，使途を定められることなく運営費を含め自由に支
出することが可能となる。

（c）大和郡山市と同じ取組は他の市町村にも広がっており，2017 年 4 月には 5市町
村（天理市，田原本町，川西町，三宅町，山添村）が犯罪被害者支援条例を制定
し，大和郡山市と同様，各市町村がなら犯罪被害者支援センターの賛助会員とな
り，人口 1人あたり 2円で算定した賛助会費を納付することによって，民間支援団
体に対する財政的支援を行っている。このような方法が奈良県内の 39 市町村全て
に広がれば，民間支援団体の財政的不安は相当程度解消され，より一層充実した犯
罪被害者支援を行うことができる。

（6）佐賀県における条例制定状況
（a）佐賀県に先行して制定した県内の市町の条例制定経緯
　　佐賀県においては，市町レベルでは 2016 年 3 月 1 日に，嬉野市において県内で
初めて犯罪被害者支援条例が制定（同年 4月 1日施行）されたのを皮切りに，同年
6月にはみやき町において（同年 7月 1 日施行），同年 9月には基山町，上峰町，
玄海町，大町町，太良町において（同年 10 月 1 日施行）条例が制定された。
　　嬉野市においては，2006 年から被害者支援担当として県警から出向した職員を
配置し，2009 年にはワンストップ相談窓口である「犯罪被害者等支援室」を設置
するなど，県内でも先進的な犯罪被害者支援に取り組んできた。そして，更なる支
援を目指すべく，ワンストップ支援体制を強化し，見舞金の迅速な給付が可能とな
るように条例の制定に至った。嬉野市においては，特に犯罪被害者支援の契機とな
った事件が起きた訳ではないが，犯罪被害者支援は市長が特に注力している施策と
のことである。
　　県内で 2番目に条例を制定したみやき町は，暴力団の進出を住民運動で阻止した
経験があり，従前より防犯意識が高い自治体である。みやき町においては，安全安
心まちづくり町民会議を設定して防犯活動に努めていたが，犯罪が起きた場合の被
害者支援について具体的施策を策定すべく，条例の制定を行うことになった。
　　このような県内における条例制定の機運が高まったことや，県警本部長から各市
町に対して犯罪被害者支援施策の強化が要望されたこと等が後押しとなり，2016
年 9 月に基山町等の 5町が一斉に条例制定を行った。

（b）佐賀県の条例制定経緯
　　佐賀県においては，いわゆる防犯条例（佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なま
ちづくり条例）は制定されていたが，犯罪被害者支援に特化した条例は未制定であ
った。上記のように県内の市町において条例制定が進んできたことや，佐賀県の犯
罪被害者支援団体（認定特定非営利活動法人被害者支援ネットワーク佐賀
VOISS）が佐賀県に条例制定を要望したこと等が契機となり，2016 年 12 月に条例
を制定する方針を決定し，2017 年 2 月に条例が制定され，同年 4月 1 日に施行さ
れた。これは都道府県レベルでは全国で 8番目に早い実施である。パブリックコメ
ントを受け付ける期間は 20 日間にすぎないなど県民の意向を十分に酌む余裕はな
かったが，条例制定の方針が決まり，施行に至るまでの期間はわずか 4か月と非常
にスピーディであったことは，他の自治体においても参考になるものと思われる。
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　　具体的な犯罪被害者支援の方針については，2017 年度中に各関係機関等の意見
を踏まえながら，推進計画を策定する予定とのことである。

（c）その他の市町の制定経緯
　　佐賀県条例が施行されるとの同時期に，他の市町においても条例が施行された。
唐津市，多久市，伊万里市，武雄市，鹿島市，小城市，神埼市，吉野ヶ里町，有田
町，江北町，白石町の 7市 4 町において，2017 年 4 月 1 日に条例が施行された。
これにより，佐賀県内の 10 市 10 町中，8市 10 町において条例が導入されたこと
になり，導入率は 90.0％と全国で 4番目に高い割合となった。各自治体における
条例の導入が他の自治体に影響をもたらし，短期間で急速に普及した好例であると
いえる。

（d）今後の課題について
　　一方，課題も残る。各自治体の条例は標準的なものにとどまり，各自治体の支援
の特性がうかがえるものは少ない。
　　今後は，各自治体の犯罪被害者支援施策が条例を導入したことで満足し，実際の
支援がおろそかにならないように，実際の運用を注視していく必要がある。

５　条例制定に向けて
　　犯罪被害者支援条例制定のためにどのような活動をすべきか，以下，考察する。
（1）考察にあたり，犯罪被害者支援条例制定を決定付けた要因を検討する。その検討に
あたっては，政策形成過程の理論分析のモデルである「政策の窓モデル」にて，分析
を行う。
（a）まず，「政策の窓モデル」について説明する。
　　政策とは社会における公共的な問題を解決するための解決の方向性と具体的な手
段と定義される。公共的な問題の解決という政策の目的達成には，多様な行為ない
し作業が伴う。政策に関するこうした一連の行為ないし作業を含むプロセスは「政
策過程」と呼ばれる 105）。一般的に政策過程はいくつかの段階からなり，逐次段階
を経て進むとイメージされることが多い。これはいわゆる段階モデルと呼ばれるも
のであり，以下の流れで進むと考えられる 106）。

　　ⅰ問題の確認→ⅱアジェンダ設定→ⅲ政策案形成→ⅳ政策決定→ⅴ政策実施
　　ここにいうアジェンダとは，政策決定者や政策決定に密接にかかわる政府内外の
人々が注意を払う論点，課題，因果関係に関する知見，シンボル，代替案・解決策
のリストである 107）。現実の政策形成過程においては，政策に使える資源（財源，
人員）が無尽蔵にあるわけではないことから，実施可能な政策数に限界が生じる。
そのため，どのような問題がアジェンダ設定されるのかが政策実現を左右すること
になる。
　　ここで，提唱されたのが「政策の窓」モデルである。政策の窓モデルとは，イ）
問題の流れ108），ロ）政策案の流れ109），ハ）政治の流れ110）が存在し，これらは，互

105）　岩崎正洋編著「政策過程の理論分析」（以下「理論」という）31 頁
106）　同上
107）　秋吉貴雄他著「公共政策学の基礎［新版］」50 頁
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いに独立し同等の地位を占め，それぞれの流れには固有の過程や規範が存在する
が，政治的イベントや重大事件などによって，イ），ロ），ハ）それぞれの流れが強
まり，最後に合流することによって，問題がⅱ）アジェンダ設定・ⅲ）政策案形成
の段階に移行し，政策決定がなされるというモデルである。すなわち，ある問題に
政策担当者が注目し，解決策が求められた段階で，有力な政策案が示され，周囲が
大きく動き出す状況が生まれ，政策決定がなされると考えるのである 111）。

（b）次に，政策の窓モデルを前提に，犯罪被害者支援条例制定の決定に影響を与え
る要素を検討する。
　　公益財団法人日弁連法務研究財団 105 号研究における犯罪被害者等支援条例研究
の一環として無作為に選定された 29 地方公共団体へのアンケート中，条例制定経
緯に対する回答及び他の公刊物等から判明した 6地方公共団体の条例制定経緯か
ら，制定を決定づけた理由を抽出し，

　　　　　①地方公共団体自ら制定を決定した
　　　　　②他団体等の働きかけにより制定を決定した

　に分け，かつ，①，②それぞれの条例制定を決定づけた具体的な理由を分類したと
ころ，下記の表のとおりの結果となった（なお，複数回答可として集計している）。

記
集計数 条例制定を決定づけた理由 集計数

地方公共団体自ら制
定を決定 ９

行政部門主導 ５
議会等の議決 ２
有識者等からの提言 ２

他団体等の影響等に
より制定を決定 29

他地方公共団体の制定 ４
犯罪被害者等基本法の制定 ５
県の基本計画による指示 ４
県警の要請 ４
民間からの要請 ３
重大犯罪の発生 ６
制定機運の高まり ３

その他 ２

　　この結果からすると，他団体等の影響等が理由の大半を占めている。そのため，
地方公共団体内部において，犯罪被害者支援条例制定に対する意識は低いと考えら
れる。そのため，政策の窓モデルにおける「問題の流れ」は弱いといえる。

108）　多くの問題のなかから特定の問題が注目されアジェンダとして関心を集める過程（早川純貴他
著「政策過程論」（以下「過程論」という。）51 頁）

109）　様々なアイデアの中から特定のアイデアが政策案として提案され真剣に論じられるようになる
過程（過程論 51～52 頁）

110）　政策形成に携わる人々が特定の時期に特定のアジェンダに対してどの程度受け入れの姿勢を示
す過程（理論 36 頁）

111）　過程論 54 頁
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　　また，政策の窓モデルにいう政策案の流れに属する理由（例：犯罪被害者支援条
例のモデル条例が発表された）が挙げられていないことからすると，政策案として
の犯罪被害者支援条例は，政策立案者に対して一定の理解・支持は得られていると
考えられる（犯罪被害者支援条例という政策が表出されることで政策の流れを強め
ていないため）。
　　一方で，個別的にみれば，重大犯罪の発生が理由として多く挙げられているもの
の，他地方公共団体の制定，犯罪被害者等基本法の制定，県の基本計画による指示
といった，政策の窓モデルにいう政治の流れに属する理由が多数挙げられている。
　　このことからすると，多くの地方公共団体における犯罪被害者支援条例等の制定
の流れは，問題の流れは弱いものの，近隣の地方公共団体が制定するにつれ（政治
の流れ），問題の流れも強まり，そして政策の流れに問題がないことから，制定に
至ったのではないかと考えられる（また，この仮説は，個別の理由として重大犯罪
の発生が多くなったこととも整合する。すなわち，重大犯罪の発生が問題の流れを
一挙に強めたと考えられるからである。）。実際，本報告書で挙げられている佐賀県
の犯罪被害者支援条例の制定地方公共団体が，わずか 2年の間に同県の全市町村の
90％を占めるようになった例もこの仮説の裏付けとなる。

（2）それでは，条例制定に向けてどのような活動をすべきか，上記分析を参考に以下検
討する。
　　政策の窓モデルにおいては，何らかの政策案を推進する人は，その政策案を当ては
めることができそうな問題が浮かんでくるときを，また，政治の流れが自らの利益に
なるように展開するときを待つことになる112）。

　　この点，前述のとおり，犯罪被害者支援条例について，政策の流れは問題がないと
考えられる。次に政治の流れであるが，本報告書でも既に述べられているように，犯
罪被害者支援条例を制定する地方公共団体は着実に増加していることから，流れは強
まっているといえる。
　　しかし，問題の流れは弱い状況にあることから，犯罪被害者支援条例を制定するた
めに，問題の流れを強める活動をすることになる。
　　問題の流れを強める要因としては，①現状に関する指標によって，社会に問題が存
在することを認識させる，②劇的な出来事や危機の発生，③既存政策からのフィード
バックが挙げられる113）。②については，当然，自発的に起こすことのできないもの
である（ただし，重大犯罪が発生した地域であれば，このことについて，後述する働
きかけの際に触れることは有益であろう。）。
　　そこで，犯罪被害者支援条例の制定を推進するには，①，③について，本報告書を
参考にする等して，地方公共団体の職員や，地方議会の議員等に働きかけることが考
えられる。なお，働きかける方法としては，紹介議員が必要となるが，請願（地方自
治法 124 条）が有効であると考える。なぜなら，請願は，地方公共団体の機関を拘束
したり，何らかの措置を講ずる法的責任を負わせるものではないが，提出された請願

112）　理論 36 頁
113）　理論 35 頁
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は，一般的委員会に付託され，その審査を経て，議会の意思が決定されることから，
多くの議員や地方公共団体職員といった政策立案者の目に触れるものであり，①，③
に対する認識を高めるものとして，有効であると考えるからである。
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別紙
　　

犯罪被害者支援条例制定状況一覧表
　　
１　都道府県における犯罪被害者支援条例制定状況

　 集計数 ％
犯罪被害者支援条例が制定されてい
る都道府県 ９ 19.1%

安心安全条例等の中に関する条項が
ある府県 18 38.3%

犯罪被害者支援条例も安心安全条例
等の中の条項もない道都府県 20 42.6%

合計 47 100.0%
　　
２　各都道府県の市町村レベルの条例制定状況
　　

　 集計数 ％ 集計数 ％

都道府県内の市区町村に
犯罪被害者支援条例があ
る都道府県
　

22 46.8%

全ての市区町
村にて制定さ
れている。

３ 6.4%

一部の市区町
村にて制定さ
れている。

19 40.4%

県内の一部市町村の安心
安全条例等の中に条項が
ある県

５ 10.6%

県内の市町村条例に犯罪
被害者支援条例も安心安
全条例等の中の条項もな
い県

20 42.6%

合計数 47 100%
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３　制定状況のまとめ
　　
都道府県に犯
罪被害者支援
条例が制定さ
れている。

都道府県の安
心安全条例等
の中に条項が
ある。

市町村に犯罪
被害者支援条
例が制定され
ている。

市町村の安心
安全条例等の
中に条項があ
る。

集計数 ％

● × ◎ ― 2 4.3%
● × ○ ― 4 8.5%
● × × ○ 1 2.1%
● × × × 2 4.3%
× ● ◎ ― 1 2.1%
× ● ○ ― 6 12.8%
× ● × ○ 3 6.4%
× ● × × 7 14.9%
× × ○ ― 10 21.2%
× × × × 11 23.4%

合計 47 100.0%
●：制定されている。
×：制定されていない。
◎：全ての区市町村にて制定されている。
○：一部の区市町村にて制定されている。


